
  資料１－１ 

 名古屋市土地利用審査会運営規程（案） 

 

（昭和５０年１月１４日議決） 

（昭和６１年８月１２日議決） 

（平成１２年９月２８日議決） 

（平成２６年５月 ８日議決） 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、名古屋市土地利用審査会条例（昭和４９年名古屋市条例第６１号。以

下「条例」という。）第 7 条の規定に基づき、名古屋市土地利用審査会（以下「審査会」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委 員） 

第２条 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第３９条第４項に基づき、委員は以下

の事項について優れた知識と経験を有する者のうちから選任する。 
 （１） 法律実務 
 （２） 不動産鑑定 
 （３） 自然環境保全 
 （４） 都市計画 
 （５） 農業 
 （６） 地域開発 
 （７） 行政 

（幹事及び書記） 

第３条 条例第５条第１項に規定する幹事及び書記は、次に掲げる職にある者を市長が任命

する。 
（１） 幹事 住宅都市局都市計画部都市計画課長、住宅都市局まちづくり企画部まち

づくり企画課長 
（２） 書記 住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課課長補佐 

（会議の招集） 

第４条 会議の招集は、原則として開会の日前１４日までに、会議の日時、場所及び議題を

審査会の委員（以下「委員」という。）に通知して行う。 

（利害関係の届出） 

第５条 委員は、議題が自己又は三親等以内の親族の利害に関係があると認めるときは、あ

らかじめ、審査会の会長（以下「会長」という。）にその旨を届け出なければならない。 

（欠席の届出） 

第６条 委員は、会議に出席できない場合においては、あらかじめ会長にその旨を届け出な

ければならない。 

（会議の公開） 

第７条 審査会の会議は原則として公開する。ただし、会長が必要と認めるときは、会長が



審査会の審議に諮り非公開とすることができる。 

 ２ 会議の公開及び傍聴に関し必要な事項については別に定める。 

（参考人の出席） 

第８条 会長は、適当と認める者に、参考人として会議への出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

（議事録の作成） 

第９条 会長は、議事録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録しなければならな

い。 

 ２ 前項の議事録には、会長が指名する２人の委員が署名しなければならない。 

 ３ 議事録の写しは、非公開情報に関する部分を除き、閲覧できるものとする。 

（議決の廃止） 

第１０条 昭和５０年１月１４日付けで議決した会議を非公開とする旨の議決及び昭和６

１年８月１２日付けで議決した議事録を非公開とする旨の議決は、廃止する。ただし、

平成１２年３月３１日までに開催された会議に係る議事録及び会議の資料の取扱いにつ

いては、従前の例による。 

（事務局） 
第１１条 審査会の庶務を行うため、住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課に事務

局を置く。 
（委 任） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、審査会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が

審査会の会議に諮り決定するものとする。 
 

  附  則 

 この規程は、昭和５０年１月１４日から施行する。 

  附  則 

 この規程は、昭和６１年８月１２日から施行する。 

  附  則 

 この規程は、平成１２年１０月１日から施行する。 

  附  則  

 この規程は、平成２６年５月１５日から施行する。 

  附  則  

 この規程は、令和 ８年 月 日から施行する。 


